
法人の経営状況を説明する書類

（令和５年７月１日現在）

長浜市

注　掲載している表中において、端数処理(単位未満四捨五入)の関係で合計が一致しない場合がある。



はじめに

１　掲載法人

２　作成期日

３　地方公共団体による点検評価の結果

【参考】
○地方自治法（抄）
　（予算の執行に関する長の調査権等）
第２２１条　（前略）

（以下略）
　（財政状況の公表等）
第２４３条の３　（前略）

（以下略）

○地方自治法施行令（抄）
（普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲）

（以下略）
（法人の経営状況等を説明する書類）

（以下略）
○長浜市予算執行に係る市長の調査等の対象となる法人の範囲を定める条例
　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第１５２条第１項第３号に規定する条例で
定める長の調査等の対象となる法人の範囲は、市が資本金、基本金その他これらに準ず
るものの４分の１以上２分の１未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並び
に株式会社とする。

(1) 当該普通地方公共団体が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公
　社及び地方独立行政法人
(2) 当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの２分の１以
　上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社
(3) 当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの４分の１以
　上２分の１未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のう
　ち条例で定めるもの

２　当該普通地方公共団体及び１又は２以上の前項第２号に掲げる法人（この項の規定
　により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。）が資本金、基本金その他これら
　に準ずるものの２分の１以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株
　式会社は、同号に掲げる法人とみなす。
３　当該普通地方公共団体及び１又は２以上の第１項第２号に掲げる法人（前項の規定
　により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。）が資本金、基本金その他これら
　に準ずるものの４分の１以上２分の１未満を出資している一般社団法人及び一般財団
　法人並びに株式会社は、第１項第３号に規定する一般社団法人及び一般財団法人並び
　に株式会社とみなす。

第１７３条の２　地方自治法第２４３条の３第２項に規定する政令で定めるその経営状
　況を説明する書類は、当該法人の毎事業年度の事業の計画及び決算に関する書類とす
　る。

　この書類は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第２４３条の３第２項の規定に
基づき、議会に経営状況を報告すべき法人の経営状況を報告するものである。

　　本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの４分の１以上を出資し
　ている一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社で令和５年７月１日ま
　でに株主総会又は評議員会等が終了した法人

　　令和５年７月１日現在で作成した。

３　前２項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通
　地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等そ
　の者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受
　益権を有する信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。

２　普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政令で
　定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければなら
　ない。

第１５２条　地方自治法第２２１条第３項に規定する普通地方公共団体が出資している
　法人で政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。

　　「６　地方公共団体による点検評価の結果」の評価は、各所管課が行って
　いる。
　　なお、経営状況についての予備的診断における評価の欄は、「第三セクター
　に関する指針の改定について」（平成１５年１２月１２日付総財経第３９８号
　総務省自治財政局長通知）の別記１に基づき記載している。


